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日本における
投資ファンド
サービス

オジエは6カ国（東京、香港、アイルランド、ロンドン、ルクセンブルクおよびケイマン諸島）に、日本
に特化した投資ファンドチームを設置しています。さらに、日本市場に合わせた法務、トラスティ
ー、ガバナンス、企業管理サービスを提供するチームを有し、当事務所のグローバルネットワーク
を活用したい日本のクライアントに対して、日本語および英語でのサポートを提供しています。

当事務所はさまざまな分野のクライアントと協力しており、ヘッジファンド、プライベートエクイテ
ィ、ベンチャーキャピタル、プライベートデット、インフラストラクチャーなどのオルタナティブ投資
に投資する日本の機関投資家を支援する特別な専門知識を持っています。

当事務所の専門家は、ファンドの設立、資金調達、紛争解決など、ファンドのライフサイクル全体に
わたってアドバイスを提供できます。法人・トラスティーサービス部門であるオジエ・グローバルは、
パートナー主導の法務チームと緊密に連携し、ユニットトラスト、会社、パートナーシップなど、様々
なファンドの設立・管理を支援します。

私たちは世界的な金
融機関、投資運用会社、
企業と働くと共に、多くの
大手法律事務所や仲介業
者からの依頼にも応えて

います

東京および香港のオジエ

オジエのグローバル ネットワーク
は、アジア、ヨーロッパ、米国、中東
のタイムゾーンにまたがっており、
英領バージン諸島、ケイマン諸島、
ガーンジー島、アイルランド、ジャー
ジー、ルクセンブルクの法律に関す
る助言を行っています。

オジエ東京オフィスは日本語と
英語 のバイリンガルであり、日本
のクライアントが必要とするオフ
ショア法務 および受託者サービ
スにおいて、25 年以上の経験が
あります。

オジエ香港事務所には、国際金融お
よび企業法を専門とする大規模な弁
護士チームがおり、特に投資ファンド、
プライベートエクイティ、合併・買収、
キャピタルマーケット、財務、紛争解決
に重点を置いています。

当事務所は2008年に東京オフィスを開設しました。日本市場に関する深い知見を有するチームが、以下の
ような取引全般にわたる効果的なサポートサービスを提供しています。

•	 法務サービス
•	 事業体の設立と管理（SPVを含む）
•	 ファンドアドミニストレーション
•	 独立取締役サービス
•	 チャリタブルトラストの設立
•	 ユニットトラストおよびチャリタブルトラストのトラスティーサービス
•	 AMLオフィサー
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香港を拠点とする当事務所の弁護士は、ケイマン法
とBVI法を専門とし、ファンドの設立、ストラクチャリ
ング、規制、ファンド解散に至るまでのサービスを提
供しています。また、投資ファンドおよび運用会社へ
の継続的なアドバイスも提供しています。投資ファン
ド専門家チームは、クライアントに実践的なソリュー
ションを提供することに尽力しています。スポンサー、
資産運用会社、金融機関、規制当局、会計事務所な
どの関連業界との協業を通じて得たビジネス理解と
経験に基づき、クライアントの事業に真の価値を提
供することが可能です。

オジエ・グローバルのコーポレート・フィデューシャリ
ー部門と連携し、ストラクチャリング、ガバナンス、管
理、規制遵守に至るまで、包括的なソリューションを
提供しています。

ケイマン諸島ユニット・トラストは、日本市場において
外国籍ファンドを利用する際、長年にわたり主要な
投資ファンド形態として選ばれてきました。しかし近
年、プライベートエクイティやベンチャーキャピタルフ
ァンドにおいて、パートナーシップも注目されており、
クローズドエンド型ユニットトラストの需要も高まっ
ています。

オジエ・グローバルは、この市場で信頼される独立系
トラスティーのひとつであり、ケイマン諸島ユニットト
ラストの運営・管理において数十年の実務経験を有
する専門チームがサービスを提供しています。

ルクセンブルク・ストラクチャーの人気の高まりを受
け、当事務所の日本担当チームにはルクセンブルク
の弁護士も在籍し、UCITSおよびルクセンブルクを
本拠地とするプライベートエクイティに関するアドバ
イスを提供しています。アイルランドも、日本のファン
ドマネージャーが欧州で資金調達を行う際に利用す
る拠点であり、オジエのダブリンオフィスでは、アイル
ランドのファンドストラクチャーに関するサポートも
提供しています。

当事務所はケイマン諸島証券取引所、ユーロネクス
ト・ダブリン、およびチャンネル諸島証券取引所の正
規登録代理店です。

香港以外のオフィスにも、ケイマン法および BVI法に
携わる90名以上の弁護士が在籍しており、常にクラ
イアントに対応できる体制を整えています。

オジエのアジアにおける投資ファンド・サービス


